
仕 様 書 
 
１ 業務名 
  札幌市教育委員会レイアウト変更業務 
 
２ 履行場所 
  札幌市教育委員会生涯学習部総務課、生涯学習推進課、学校施設課、保健給食課及び

学校教育部教育推進課（各部担当課を含む） 
（中央区北２条西２丁目ＳＴＶ北２条ビル３階・４階・５階） 

   
３ 履行期間 
  契約締結日から令和６年３月 31 日（日） 

  ただし、本作業は令和６年３月 15 日（金）業務終了後～３月 17 日（日）で行うこと

を基本とし、その他の期間は事前作業及び残作業期間とする。 
（委託者及び受託者の双方の合意があった場合には日程変更もあり得る。） 

 
４ 作業時間 
  本業務の作業時間は、業務に支障のない時間とし、担当職員、ビル管理会社と十分協

議のうえ、遂行することとする。 
 
５ 作業内容 
 ⑴ 図面の作成 
  ア 契約締結後に現地調査を行い、現状図面を作成すること。 
  イ レイアウトイメージ図（別紙）を基に、担当課と打ち合わせのうえ、変更図面を

作成すること。（作業工程が分かれるスケジュールになる場合は、工程ごとに作

成すること。）什器・備品にはナンバリングをすること。 
  ウ 組織構成や事務作業の効率化等を十分に考慮し、委託者と調整を行ったうえで作

成すること。 
  エ 安全性や適正な配置（電源、配線、照明位置、床加重耐性、耐震性、セキュリテ

ィ、判り易さ、建築基準等）について配慮すること。 
  オ 什器・備品の配置や寸法がわかるよう詳細な図面を作成すること。 
  カ ＯＡ機器についてはシステム（ネットワーク）ごとに色分けをし、判別できるよ

うにすること。 
  キ ローパーテーションは割付寸法が判るようにすること。 
  ク レイアウト変更後に余剰となる什器・備品が判るようにすること。 
  ケ 各机（または島）には、委託者の要望に応じて、課名、係名、役職名を記載する

こと。 
  コ その他に関しては、委託者の指示のもと、漏れのない図面を作成すること。 
 



 ⑵ ＯＡ機器の移設 
  ア  イントラ用機器（ＰＣ：250 台程度 複合機等周辺機器：30 台程度）について移

設を行い、動作確認を行うこと。 
  イ ＬＡＮの結線及び机上の配線に関しては受託業者が行うこと。 
  ウ 電気・電話・ＬＡＮ工事（一部システム用機器については受託者となる場合があ

る）については本業務に含まないこととするが、作業を行う本市指定の業者と打

ち合わせ及び調整を行うこと。 
  エ 作業にあたっては、自社にネットワーク関連部署を有し、ネットワーク専任従事

者が指揮できる体制を持つこと。 
 ⑶ ローパーティションの解体、設置 
  ア ⑴で作成した図面をもとに、ローパーティションの解体（30 枚程度）・設置（50

枚程度）を行うこと。 
  イ 使用する部材については部材表（別紙）のとおりとし、部材の調達は受託者負担

とする。 
 ⑷ 平行移動書庫、平置書庫、他什器類の解体、設置、移設 
  ア ⑴で作成した図面をもとに、書庫及び什器類の解体、設置、移設を行うこと。な

お、一部什器類については、旧常盤小学校より搬入すること。 
  イ 新規及び移設で設置する平行移動書庫及び平置書庫の部材については部材表（別

紙）のとおりとする。 
  ウ 委託者と協議のうえ、必要に応じて耐震補強を行うこと。（固定金具等の調達は

受託者負担とする。） 
  エ  平行移動書庫に関しては、床の耐荷重、耐震性を本市と協議したうえで設置方法

を決定すること。 
  オ ５階フロアから３階フロアへ机等（30 席程度）、４階フロアから５階フロアへ

机、イス等（30 席程度）移設予定のため、搬入搬出及び設置を行うこと。 
  カ 移設部材表（別紙）以外に机、テーブル、イス等、委託者で別途用意するものが

ある場合は、搬入の受け入れ及び設置を行うこと。 
 ⑸ 書類等の搬送 
  ア 書類を詰める作業は委託者が行い、搬送作業は受託者が行うこと。 
  イ 必要な資材及び消耗品（規格段ボール№６・７、ＰＣ梱包用ケース、梱包テー

プ、番号シール等）は受託者が用意し、委託者の指定日に納品すること。 
  ウ 金庫内の貴重品及び重要書類等については、委託者が搬送すること。 
  エ 書類を詰めた段ボールについては、受託者は開封しないこと。 
 ⑹ 不要物品、不要部材の撤去 
   移転業務の際に発生した不要部材については、受託者で処理することから、指定場

所（ＳＴＶ北２条ビル内、旧常盤小学校）へ運搬すること。運搬場所にはブルーシ

ート等で養生すること。 
 ⑺ 使用部材の安全性の証明 
   委託者の要望に応じて、安全な部材であることを委託者に説明・証明すること。 
 ⑻ 作業工程表の提出 



  ア 本業務における作業工程表を、作業日の１週間前までに作成すること。（３０分

間隔の工程表とする。） 
  イ 受託者の作業スケジュールの他に、委託者、関係業者の大まかなスケジュールも

記載すること。 
 ⑼  移転作業マニュアルの提出 
   本業務において本市職員の必要作業について記載されたマニュアルを、作業日の１

週間前までに作成すること。 
 ⑽ その他不足部材の調達 
   本業務に関して、事務室使用環境上で必要とされる部材、雑材、消耗品等（別紙部

材表参照）は全て受託者が調達すること。但し、必要以上と思われる部材の調達に

関しては、協議の上、委託者負担となる場合も有り得る。 
 
６ その他 
 ⑴ 本業務を円滑に進めるため、作業現場等の事前調査を行い、適正な作業計画を検討

のうえ見積を行うこと。 
 ⑵ 本業務の履行にあたっては各種関係法令を確認・遵守するとともに行程管理等を正

確に行い、担当者の指示に従い適正な履行に努めること。 
 ⑶ 履行にあたっては、安全衛生管理、作業場所の養生、整理整頓及び清掃を徹底する

こと。 
 ⑷ 履行にあたり、受託者の不注意等の瑕疵により生じた故障、破損、事故等は受託者

の責任において処理すること。 
 ⑸ 本仕様書に定めない事項については、委託者の指示に従うこと。 
 ⑹ 業務完了届提出後の検査実施日から１年以内に本業務履行不備による不具合が生じ

た場合は、受託者の負担で対応すること。 
 ⑺ 本業務については、セキュリティを考慮した運用及び個人情報保護に関する資格

（※１）及び、オフィス環境整備等についての適正化に関する資格保有者（※２）

を従事させることが望ましい。ただし、困難な場合は資格を所有する者から支援を

うけられるような体制を整備すること。上記資格者は、業務責任者指定通知書に有

資格者である旨を記載し、認定証のコピーを添付すること。 
※１ 個人情報保護士（財団法人全日本情報学習振興協会）。 

※２ 認定ファシリティマネージャー資格（公益社団法人日本ファシリティマネ   

ジメント協会。） 

 ⑻ 過去３年以内に本市または、他自治体において同程度のレイアウト変更業務（職員

数 50 名以上、ＰＣ移設復旧、ＮＷ配線作業含む）３件以上の履行実績があるこ

と。契約実績を証する書面として、契約書の写し（契約名、発注者名、契約金額、

契約期間が記載されているページを抜粋）を添付すること。 
 
７ 提出書類 
⑴ 現状図面（ＰＤＦデータ）…契約締結後１週間以内 
⑵ 変更図面（ＰＤＦデータ）…契約締結後１週間以内 



⑶ 作業工程表（Ｅｘｃｅｌデータ）…作業日の１週間前まで 
⑷ 移転作業マニュアル（Ｅｘｃｅｌ又はＷｏｒｄデータ）…作業日の１週間前まで 
⑸ 業務完了届…業務完了後速やかに 
⑹ 業務責任者指定通知書…契約締結後１週間以内 
⑺ 契約書の写し…契約締結後１週間以内 

 
８ 問合せ先 
  札幌市教育委員会生涯学習部総務課 担当：鶴江 電話 211-3825 


